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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体と、
前記像担持体表面を一様帯電する帯電部と、
前記像担持体を走査して露光することで前記像担持体表面に潜像を形成する露光部と、前
記像担持体表面の潜像をトナー像に現像する現像部と、
前記像担持体のトナー像を、無端ベルトまたは該無端ベルトが担持する記録紙に転写する
転写部と、
像担持体表面の所定の位置に向かって光を発する発光手段と、該発光手段によって発せら
れ該像担持体表面に反射した光を受光する受光手段とを備え、前記像担持体に形成された
特定のテスト画像のトナー濃度を検知するトナー濃度検知手段とを備えた画像形成手段と
、
前記トナー濃度検知手段が検知した検知結果に基づいて、前記露光部の露光量を補正する
ための露光光量補正パラメータと、現像ポテンシャルを補正する現像補正パラメータを算
出して、前記露光光量補正パラメータに基づき露光量を補正し、前記現像補正パラメータ
に基づいて現像バイアスを補正するプロセス制御を実施する制御手段とを備えた画像形成
装置において、
前記無端ベルト上の検知パターンの位置を検知する検知パターン位置検知手段と、
前記受光手段が像担持体表面から反射した光を検知したときの出力値が所定値となるよう
に調整された前記発光手段の発光光量と、前記露光光量パラメータと、前記現像補正パラ
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メータと、前記無端ベルト上に検知パターンを形成して、前記検知パターン位置検知手段
が検知パターンを検知したときの位置検出データのピーク数とに基づいて自装置の故障状
態を示す指標値を算出する指標値算出手段と、
前記指標値に基づいて、画像形成装置の異常の有無の判別または故障の発生を予測する異
常判定手段とを備え、
前記指標値算出手段は、指標値算出に用いる各情報に対してそれぞれ所定の重み付けパラ
メータで重み付けし、重み付けされた指標値算出に用いる各情報を一次線形結合式に代入
することで、前記指標値を算出することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１の画像形成装置において、
前記検知パターンを複数形成し、前記検知パターン位置検知手段が各検知パターンを検知
して各検知パターンに対応した位置検出データを取得し、各位置検出データに基づいて、
各検知パターンの位置情報を計測し、各検知パターンの位置情報に基づいて、各位置情報
の計測差を前記指標値算出に用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とする画
像形成装置。
【請求項３】
　請求項１または２の画像形成装置において、
互いに異なる色のトナー像を前記無端ベルトに転写する複数の画像形成手段と、
前記無端ベルト上に各色の検知パターンを形成して、前記検知パターン位置検知手段で前
記無端ベルト上に形成された各色の検知パターンの位置を検出し、これら各色の検知パタ
ーンの位置検出データに基づいて、色ずれ量を算出し、この色ずれ量に基づいて色ずれ補
正を行う色ずれ補正制御手段とを備え、
前記色ずれ補正制御実行時に取得した検知パターンの位置検出データのピーク数を、前記
指標値の算出に用いるように用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とする画
像形成装置。
【請求項４】
　請求項３の画像形成装置において、
前記色ずれ補正制御手段は、算出した色ずれ量に基づいて色ずれ補正した後に、再度、各
色の検知パターンを形成して、前記検知パターン位置検知手段で前記無端ベルト上に形成
された各色の検知パターンの位置を検出し、これら各色の検知パターンの位置検出データ
に基づいて色ずれ量を算出する処理を行うものであって、
色ずれ補正するときに取得した検知パターンの位置検出データに基づいて計測された検知
パターンの位置情報と、色ずれ補正後に取得した検知パターンの位置検出データに基づい
て計測された検知パターンの位置情報とに基づいて、各位置情報の計測差を算出し、この
計測差を前記指標値算出に用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とする画像
形成装置。
【請求項５】
　請求項４の画像形成装置において、
前記色ずれ補正制御手段は、算出した色ずれ量が所定のズレ量以上のときまたは色ずれ量
の算出エラーになったときに、再度、検知パターンの位置を検出して色ずれを算出する処
理を行って、色ずれ補正を行うものであって、再度色ずれ補正処理を実行したという情報
を、前記指標値の算出に用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかの画像形成装置において、
前記検知パターン像を、線幅０．１ｍｍ以上１ｍｍ以下のライン画像としたことを特徴と
する画像形成装置。
【請求項７】
　請求項１乃至５いずれかの画像形成装置において、
前記検知パターン像を、線幅１ｍｍ以上のベタ画像としたことを特徴とする画像形成装置
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。
【請求項８】
　請求項１または２の画像形成装置において、
線幅１ｍｍ以上のベタ画像からなる検知パターンの位置検出データから得られた位置検出
データのピーク数と、線幅０．１ｍｍ以上１ｍｍ以下のライン画像からなる検知パターン
の位置検出データから得られた位置検出データのピーク数とを前記指標値の算出に用いる
ように指標値算出手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８いずれかの画像形成装置において、
前記検知パターン位置検知手段は、光を発光する発光素子と、前記検知パターンの線幅と
同程度の幅のスリットを有するスリット部材と、前記スリット部材のスリットを通過した
前記発光素子から発光した光を受光する受光素子とからなる光学センサを有し、前記受光
素子の出力信号履歴から前記検知パターンのピーク数を検知することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９いずれかの画像形成装置において、
トナー像を担持する像担持体表面の所定の位置に向かって光を発する発光手段と、該発光
手段によって発せられ該像担持体表面に反射した光を受光する受光手段とを有する表面状
態検知手段と、
前記トナー濃度検知手段の発光手段の発光光量と、前記露光光量パラメータと、前記現像
補正パラメータと、前記表面状態検知手段の受光手段の検出データとに基づいて自装置の
故障状態を示す第２の指標値を算出する第２の指標値算出手段と、
前記第２の指標値に基づいて、画像形成装置の異常の有無の判別または故障の発生を予測
する第２の異常判定手段とを備え、
前記第２の指標値算出手段は、第２の指標値算出に用いる各情報に対してそれぞれ所定の
重み付けパラメータで重み付けし、重み付けされた第２の指標値算出に用いる各情報を一
次線形結合式に代入することで、前記第２指標値を算出することを特徴とする画像形成装
置。
【請求項１１】
　請求項１０の画像形成装置において、
前記表面状態検知手段の受光手段で回転する前記像担持体表面から反射した光を所定期間
連続的に検出し、該連続取得された検出データ群に基づき、検出データの均質性を判別す
る均質性判別手段を備え、該均質性判別手段の判別結果を、前記第２の指標値の算出に用
いるように第２の指標値算出手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１２】
　請求項１１の画像形成装置において、
前記表面状態検知手段は、複数の受光手段を前記像担持体の軸方向に異なる位置に配置し
、
前記均質性判別手段は、各受光手段の検出データの均質性を判別し、該均質性判別手段で
判別した各受光手段の検出データにおける均質性の判別結果がいずれも均質であるか否か
の情報を、前記第２の指標値の算出に用いるように第２の指標値算出手段を構成したこと
を特徴とする画像形成装置。
【請求項１３】
　請求項１０乃至１２いずれかの画像形成装置において、
前記表面状態検知手段の受光手段の検出データを記憶する記憶手段を備え、該記憶手段に
記憶されている検出データを取得してから所定時間経過後に取得された検出データと、該
記憶手段に記憶された検出データとを比較し、その比較結果を前記第２の指標値の算出に
用いるように第２の指標値算出手段を構成したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１４】
　請求項１０乃至１３いずれかの画像形成装置において、
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前記表面状態検知手段の受光手段は、前記像担持体表面に乱反射した乱反射光を受光する
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１５】
　請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、
前記表面状態検知手段の発光手段として、前記像担持体の表面を除電する光除電ランプを
用いたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１６】
　請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、
前記前記表面状態検知手段の発光手段として、前記像担持体表面に光を照射して潜像を形
成する潜像形成手段を用いたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１７】
　請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、
前記表面状態検知手段として、前記トナー濃度検出手段を用いたことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項１８】
　請求項１０乃至１６いずれかの画像形成装置において、
前記表面状態検知手段として、前記検知パターン位置検知手段を用いたことを特徴とする
画像形成装置。
【請求項１９】
　請求項１０乃至１８いずれかの画像形成装置において、
第２の指標値算出に用いる情報に対して重み付けする各重み付けパラメータは、パターン
認識アルゴリズムに基づき決定されたものであることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９いずれかの画像形成装置において、
前記指標値算出に用いる情報に対して重み付けする各重み付けパラメータは、パターン認
識アルゴリズムに基づき決定されたものであることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、プリンタ、ＦＡＸなどの画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　感光体や中間転写ベルトなどの像担持体を備えた画像形成装置は、次のような要因によ
って、緩やかに機能低下し異常状態となる。すなわち、通常の運転に伴う摩擦磨耗、外部
からの紙粉など有害物質の混入、想定外の運転などがもたらすトナーの攪拌過剰に伴う粘
着力増大や外添材の脱落、クリーニング手段や帯電手段の汚染劣化・偶発故障などである
。このような装置の異常は画像品質の低下、詳しくは回転方向に沿ったタテスジ状の不快
な異常画像や、画像のボヤケ、回転方向と直行するヨコスジ状の異常画像、スポット状の
汚点画像や白ヌケ画像などを引き起こす。しかし、通常は、画像濃度制御や、色ずれ制御
などで、画像形成条件を変更することで、上述のような画像品質の低下を抑制して、運転
し続ける。そして、画像濃度制御や色ずれ制御などで画像品質の低下が抑制できず、異常
画像が用紙に形成された時点で、使用者が装置の異常に気づき、感光体などの部品の交換
などの修理を行う。
【０００３】
　このように、従来の画像形成装置においては、画像濃度制御や色ずれ制御などで画像品
質の低下が抑制できず、異常画像が用紙に形成された時点で、修理が行われるため、異常
発生から修理完了まで異常画像が形成され続ける。このため、その間は正常な画像形成を
行うことができないので、機能を停止させることになり、使用者にとって時間的なロスが
大きい。また、異常画像が形成されたものは、画像形成のやり直しが必要となり資源（ト
ナーおよび紙）の無駄が発生してしまう。
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【０００４】
　上記装置の異常や故障等の予測または判定をする画像形成装置が種々出願されている。
例えば、特許文献１には、装置の運転制御情報である感光体表面に形成された静電潜像の
電位を計測して、感光体の寿命を予測するものが記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１００５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のように、一つの装置の運転制御情報から装置の故障を予測
・判別するものでは、例えば、温度変化などによる一時的な異常状態も装置寿命・故障と
誤判定するおそれがある。
【０００７】
　本発明者らは、複数種類の装置の運転制御情報を勘案した総合的な指標値を算出して、
その指標値に基づき装置の異常状態の有無を判別したり、装置の故障の発生を予測したり
する画像形成装置を開発中である。そして、このような、判別・予測方法を用いることで
、誤判定が少なく精度の高い（ロバストな）故障を予測・判別ができることを、本発明者
らは、実験的に見出している。
【０００８】
　そして、本発明者らは、鋭意検討の結果、検知パターン位置検知手段で像担持体上に形
成された検知パターンの位置を検出したときの位置検出データから得られる情報に、装置
の異常・寿命などを予測・判定するための有益な情報が含まれていることを見出した。
【０００９】
　このような検知パターンの位置を検出するための位置検知センサは、光を発光する発光
素子と、検知パターン像から乱反射する乱反射光を受光する受光素子とから構成されてい
る。また、位置を精度よく捉えるために、検知パターンの線幅と同程度の幅のスリットを
有するスリット部材を設け、スリット部材のスリットを通過した光を受光素子が受光する
ようになっている。
【００１０】
　通常の検知パターン像を検知する検知センサの場合は、ブロードな検出信号となるのに
対し、上記構成の位置検知センサでは、シャープな検出信号となる。このように位置検知
センサでは、シャープな検出信号を出力するので、精度の高い位置検知を行うことができ
る。
【００１１】
　トナー、感光体、帯電手段、現像器、転写手段などが劣化すると、ライン状の検知パタ
ーン像に画像濃度低下や白抜け、虫食いなどの異常画像が発生する。検知パターンの画像
濃度が低下すると、位置検出センサの検知パターンの位置検出データとしての検出信号が
ブロードになる。その結果、位置検出データに基づき得られる位置情報にバラツキが生じ
る。また、帯電手段や感光体が劣化すると、ライン状の検知パターンに白抜けが発生する
。このような白抜けが発生すると位置検出センサの出力値が著しく低下して、位置検出デ
ータから位置情報が得られないという不具合が生じる。また、転写手段の劣化によってラ
イン状の検知パターン像に「虫食い」が発生すると、位置検出センサの位置検出データが
、２つのピークをもつものとなる。
【００１２】
　このように、本発明者らは、鋭意検討によって、位置検知センサの位置検出データと、
装置の劣化とに相関関係があることを見出したのである。すなわち、位置検出データから
得られる情報に、装置の故障・寿命などを予測・判定するための有益な情報である、トナ
ー、感光体、帯電手段、現像器、転写手段などの劣化情報が含まれていることを見出した
のである。
【００１３】



(6) JP 4852407 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

　また、像担持体表面には、転写位置、乃至は感光体クリーニング位置に至るまでの間ト
ナーが付着した状態となっている。このトナー中に添加されているシリカ、酸化チタン及
びワックスなどの物質が像担持体表面に付着する可能性がある。そして、装置の使用環境
、使用条件等によっては経時で感光体表面に各種の異物によるフィルミングが発生し、像
担持体が劣化する。
　像担持体表面に傷やフィルミングが発生すると、像担持体表面を反射する反射光が、傷
やフィルミングがないときと異なってくる。すなわち、像担持体表面を反射する反射光の
検出データには、感光体の劣化情報が含まれている。
【００１４】
　本発明は、上記背景に鑑みなされたものであり、その第１の目的とするところは、検知
パターン位置検知手段で像担持体上に形成された検知パターンの位置検出データに基づく
情報を装置の運転制御情報として指標値算出に用いて、精度の高い故障予測・異常判別を
行うことのできる画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、像担持体と、
前記像担持体表面を一様帯電する帯電部と、
前記像担持体を走査して露光することで前記像担持体表面に潜像を形成する露光部と、前
記像担持体表面の潜像をトナー像に現像する現像部と、前記像担持体のトナー像を、無端
ベルトまたは該無端ベルトが担持する記録紙に転写する転写部と、像担持体表面の所定の
位置に向かって光を発する発光手段と、該発光手段によって発せられ該像担持体表面に反
射した光を受光する受光手段とを備え、前記像担持体に形成された特定のテスト画像のト
ナー濃度を検知するトナー濃度検知手段とを備えた画像形成手段と、前記トナー濃度検知
手段が検知した検知結果に基づいて、前記露光部の露光量を補正するための露光光量補正
パラメータと、現像ポテンシャルを補正する現像補正パラメータを算出して、前記露光光
量補正パラメータに基づき露光量を補正し、前記現像補正パラメータに基づいて現像バイ
アスを補正するプロセス制御を実施する制御手段とを備えた画像形成装置において、前記
無端ベルト上の検知パターンの位置を検知する検知パターン位置検知手段と、前記受光手
段が像担持体表面から反射した光を検知したときの出力値が所定値となるように調整され
た前記発光手段の発光光量と、前記露光光量パラメータと、前記現像補正パラメータと、
前記無端ベルト上に検知パターンを形成して、前記検知パターン位置検知手段が検知パタ
ーンを検知したときの位置検出データのピーク数とに基づいて自装置の故障状態を示す指
標値を算出する指標値算出手段と、前記指標値に基づいて、画像形成装置の異常の有無の
判別または故障の発生を予測する異常判定手段とを備え、前記指標値算出手段は、指標値
算出に用いる各情報に対してそれぞれ所定の重み付けパラメータで重み付けし、重み付け
された指標値算出に用いる各情報を一次線形結合式に代入することで、前記指標値を算出
することを特徴とするものである。
　また、請求項２の発明は、請求項１の画像形成装置において、前記検知パターンを複数
形成し、前記検知パターン位置検知手段が各検知パターンを検知して各検知パターンに対
応した位置検出データを取得し、各位置検出データに基づいて、各検知パターンの位置情
報を計測し、各検知パターンの位置情報に基づいて、各位置情報の計測差を前記指標値算
出に用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項３の発明は、請求項１または２の画像形成装置において、互いに異なる色
のトナー像を前記無端ベルトに転写する複数の画像形成手段と、前記無端ベルト上に各色
の検知パターンを形成して、前記検知パターン位置検知手段で前記無端ベルト上に形成さ
れた各色の検知パターンの位置を検出し、これら各色の検知パターンの位置検出データに
基づいて、色ずれ量を算出し、この色ずれ量に基づいて色ずれ補正を行う色ずれ補正制御
手段とを備え、前記色ずれ補正制御実行時に取得した検知パターンの位置検出データのピ
ーク数を、前記指標値の算出に用いるように用いるように指標値算出手段を構成したこと
を特徴とするものである。
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　また、請求項４の発明は、請求項３の画像形成装置において、前記色ずれ補正制御手段
は、算出した色ずれ量に基づいて色ずれ補正した後に、再度、各色の検知パターンを形成
して、前記検知パターン位置検知手段で前記無端ベルト上に形成された各色の検知パター
ンの位置を検出し、これら各色の検知パターンの位置検出データに基づいて色ずれ量を算
出する処理を行うものであって、色ずれ補正するときに取得した検知パターンの位置検出
データに基づいて計測された検知パターンの位置情報と、色ずれ補正後に取得した検知パ
ターンの位置検出データに基づいて計測された検知パターンの位置情報とに基づいて、各
位置情報の計測差を算出し、この計測差を前記指標値算出に用いるように指標値算出手段
を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項５の発明は、請求項４の画像形成装置において、前記色ずれ補正制御手段
は、算出した色ずれ量が所定のズレ量以上のときまたは色ずれ量の算出エラーになったと
きに、再度、検知パターンの位置を検出して色ずれを算出する処理を行って、色ずれ補正
を行うものであって、再度色ずれ補正処理を実行したという情報を、前記指標値の算出に
用いるように指標値算出手段を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項６の発明は、請求項１乃至５いずれかの画像形成装置において、前記検知
パターン像を、線幅０．１ｍｍ以上１ｍｍ以下のライン画像としたことを特徴とするもの
である。
　また、請求項７の発明は、請求項１乃至５いずれかの画像形成装置において、前記検知
パターン像を、線幅１ｍｍ以上のベタ画像としたことを特徴とするものである。
　また、請求項８の発明は、請求項１または２の画像形成装置において線幅１ｍｍ以上の
ベタ画像からなる検知パターンの位置検出データから得られた位置検出データのピーク数
と、線幅０．１ｍｍ以上１ｍｍ以下のライン画像からなる検知パターンの位置検出データ
から得られた位置検出データのピーク数とを前記指標値の算出に用いるように指標値算出
手段を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項９の発明は、請求項１乃至８いずれかの画像形成装置において、前記検知
パターン位置検知手段は、光を発光する発光素子と、前記検知パターンの線幅と同程度の
幅のスリットを有するスリット部材と、前記スリット部材のスリットを通過した前記発光
素子から発光した光を受光する受光素子とからなる光学センサを有し、前記受光素子の出
力信号履歴から前記検知パターンのピーク数を検知することを特徴とするものである。
　また、請求項１０の発明は、請求項１乃至９いずれかの画像形成装置において、トナー
像を担持する像担持体表面の所定の位置に向かって光を発する発光手段と、該発光手段に
よって発せられ該像担持体表面に反射した光を受光する受光手段とを有する表面状態検知
手段と、前記トナー濃度検知手段の発光手段の発光光量と、前記露光光量パラメータと、
前記現像補正パラメータと、前記表面状態検知手段の受光手段の検出データとに基づいて
自装置の故障状態を示す第２の指標値を算出する第２の指標値算出手段と、前記第２の指
標値に基づいて、画像形成装置の異常の有無の判別または故障の発生を予測する第２の異
常判定手段とを備え、前記第２の指標値算出手段は、第２の指標値算出に用いる各情報に
対してそれぞれ所定の重み付けパラメータで重み付けし、重み付けされた第２の指標値算
出に用いる各情報を一次線形結合式に代入することで、前記第２指標値を算出することを
特徴とするものである。
　また、請求項１１の発明は、請求項１０の画像形成装置において、前記表面状態検知手
段の受光手段で回転する前記像担持体表面から反射した光を所定期間連続的に検出し、該
連続取得された検出データ群に基づき、検出データの均質性を判別する均質性判別手段を
備え、該均質性判別手段の判別結果を、前記第２の指標値の算出に用いるように第２の指
標値算出手段を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項１２の発明は、請求項１１の画像形成装置において、前記表面状態検知手
段は、複数の受光手段を前記像担持体の軸方向に異なる位置に配置し、前記均質性判別手
段は、各受光手段の検出データの均質性を判別し、該均質性判別手段で判別した各受光手
段の検出データにおける均質性の判別結果がいずれも均質であるか否かの情報を、前記第
２の指標値の算出に用いるように第２の指標値算出手段を構成したことを特徴とするもの
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である。
　また、請求項１３の発明は、請求項１０乃至１２いずれかの画像形成装置において、前
記表面状態検知手段の受光手段の検出データを記憶する記憶手段を備え、該記憶手段に記
憶されている検出データを取得してから所定時間経過後に取得された検出データと、該記
憶手段に記憶された検出データとを比較し、その比較結果を前記第２の指標値の算出に用
いるように第２の指標値算出手段を構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項１４の発明は、請求項１０乃至１３いずれかの画像形成装置において、前
記表面状態検知手段の受光手段は、前記像担持体表面に乱反射した乱反射光を受光するこ
とを特徴とするものである。
　また、請求項１５の発明は、請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、前
記表面状態検知手段の発光手段として、前記像担持体の表面を除電する光除電ランプを用
いたことを特徴とするものである。
　また、請求項１６の発明は、請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、前
記前記表面状態検知手段の発光手段として、前記像担持体表面に光を照射して潜像を形成
する潜像形成手段を用いたことを特徴とするものである。
　また、請求項１７の発明は、請求項１０乃至１４いずれかの画像形成装置において、前
記表面状態検知手段として、前記トナー濃度検出手段を用いたことを特徴とするものであ
る。
　また、請求項１８の発明は、請求項１０乃至１６いずれかの画像形成装置において、前
記表面状態検知手段として、前記検知パターン位置検知手段を用いたことを特徴とするも
のである。
　また、請求項１９の発明は、請求項１０乃至１８いずれかの画像形成装置において、前
記第２の指標値算出手段が、第２の指標値を算出するために用いる算出式は、パターン認
識アルゴリズムに基づき決定されたものであることを特徴とするものである。
　また、請求項２０の発明は、請求項１乃至１９いずれかの画像形成装置において、前記
指標値算出手段が、指標値を算出するために用いる算出式は、パターン認識アルゴリズム
に基づき決定されたものであることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数の情報から得た自装置の故障状態を示す指標値に基づいて、装置
の故障の予測をするので、複数の情報から総合的に故障の判定・予測を行うことができる
。これにより、一つの情報に基づいて、故障を予測するものに比べて、精度の高い故障予
測を行うことができる。そして、このような精度の高い装置の故障予測を行うことで、装
置が故障して異常画像が形成される前に、劣化した部品を交換したり、装置を修理したり
することができる。これにより、正常な画像形成を行うことができない状態が生じること
がなくなり、装置のダウンタイムの発生をゼロにすることが可能となる。
　また、トナー、像担持体、帯電部、現像部、転写部などの劣化情報が含まれる、検知パ
ターンの位置検出データに基づく情報を、指標値の算出に用いることで、精度の高い故障
予測・異常判別を行うことができる。
【００１８】
　また、請求項１０乃至１９の発明によれば、像担持体の劣化情報が含まれる、像担持体
表面を反射する反射光の検出データを用いて、第２の指標値を算出することで、精度の高
い故障予測・異常判別を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態１について図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明を適用する画像形成装置の一例を示す概略構成図である。
　図２は、画像形成装置のシステムコントローラ７１の主要部を示すブロック図である。
【００２０】
　図１において、カラー画像形成装置１は、本体筐体内に、給紙部１０、搬送ベルト機構



(9) JP 4852407 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

部２０、搬送ベルト機構部２０に沿って配設されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シ
アン（Ｃ）及びブラック（Ｂｋ）の各色の画像形成部３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋ
を備えている。また、定着部４０及び検知パターン像の位置を検知するための位置検知部
５０等を備えている。これらの他に、図示しないが、カラー画像形成装置１の各部を制御
する制御部やモータ及びモータにより駆動される各部に駆動源を伝達する駆動機構部等を
備えている。
【００２１】
　給紙部１０は、給紙カセット１１内の記録紙（転写紙）１２を、例えば、図示しない給
紙コロと分離部材により１枚ずつ分離して図示しないレジストローラ対に送り出す。レジ
ストローラ対が、給紙カセット１１から送られてきた記録紙１２のタイミング調整を行っ
て、記録紙１２を所定のタイミングで搬送ベルト機構部２０に送り出す。
【００２２】
　搬送ベルト機構部２０は、搬送ベルト２１、駆動ローラ２２及び従動ローラ２３等を備
えており、搬送ベルト２１は、駆動ローラ２２と従動ローラ２３に張り渡されている。駆
動ローラ２２が、図２に示すシステムコントローラ７１の制御下で図外のモータ等の駆動
機構により回転駆動されることにより、図１中反時計方向に回転駆動される。これにより
、搬送ベルト２１は、給紙部１０から送り出されてきた記録紙１２を、各色の画像形成部
３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋに順次搬送する。そして、搬送される記録紙１２に各
色の画像形成部３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋで、それぞれイエロートナー画像、マ
ゼンタトナー画像、シアントナー画像及びブラックトナー画像が順次記録紙１２に形成さ
れる。
【００２３】
　次に、各色の画像形成部３０について説明する。なお、ここでは、Ｂｋ色の画像形成部
３０Ｂｋについて説明するが、Ｙ、Ｍ，Ｃの画像形成部３０Ｙ～Ｃも同様の構成をしてい
る。画像形成部３０Ｂｋは、例えば図３に示すように、感光体３１Ｂｋの周囲に、帯電部
３２Ｂｋ、露光部３３Ｂｋ、現像部３４Ｂｋ、プロセス制御用センサ３７Ｂｋ、転写部３
５Ｂｋ、クリーニング部３６Ｂｋ及び除電ランプ３８Ｂｋ等が配設されている。
【００２４】
　画像形成時には、通常運転信号が画像形成装置の上位制御装置より指示されると感光体
３１Ｂｋは、システムコントローラ７１の制御下で図示しない駆動モータによって回転駆
動される。またＣＰＵは感光体モータなどの駆動手段と帯電バイアスを始めとする各作像
工程のバイアス出力を順次シーケンシャルに出力する。外部装置からのカラー画像信号は
、システムコントローラ７１の画像信号発生回路で色変換処理などの画像処理が施され、
Ｂｋ，Ｙ，Ｍ，Ｃの各色の画像信号として露光部３３Ｂｋへ出力される。露光部３３Ｂｋ
は、システムコントローラ７１の露光駆動回路で、Ｂｋの画像信号を光信号に変換し、こ
の光信号に基づいて露光用レーザーダイオードが点滅しながら、感光体３１Ｂｋを走査し
て露光することで静電潜像を形成する。
【００２５】
　この感光体３１Ｂｋ上の静電潜像は現像部３４Ｂｋによって現像されてＢｋトナー像と
なり、転写部３５Ｂｋによって感光体３１Ｂｋ上のＢｋトナー像が搬送ベルト２１上の記
録紙２１に転写される。感光体３１Ｂｋは、トナー像転写後にクリーニング部３６Ｂｋに
よって残留トナーがクリーニングされ、除電ランプ３８Ｂｋにより除電されて次の画像形
成に備えられる。
　プロセス制御用センサ３７Ｂｋは、後述する現像バイアスや帯電バイアス、露光量など
のプロセス条件を調整するプロセス調整運転のときに形成される階調パターンの濃度を検
知するセンサである。プロセス制御センサ３７Ｂｋは、発光素子と受光素子とで構成され
るアナログ光量センサが広く用いられている。本実施形態においては、プロセス制御セン
サ３７Ｂｋは、感光体に対向して配置されているが、搬送ベルト２１や中間転写ベルトな
ど、階調パターンが担持可能な部材と対向して配置してもよい。
【００２６】
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　同様にして、画像形成部３０Ｙ，Ｍ，Ｃは、感光体３１Ｙ，Ｍ，Ｃの周りに、帯電部、
現像部、クリーニング部、除電ランプ、プロセス制御用センサなどを備えている。そして
、感光体３１Ｙ、４０Ｍ、４０ＣにＹ，Ｍ，Ｃトナー像を形成し、これらは搬送ベルト２
１上の記録紙１２に重ね合わせて転写される。
【００２７】
　上述のようにしてイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）及びブラック（Ｂｋ
）の各色のトナー画像が転写されて各色の画像の形成された記録紙１２は、静電的に搬送
ベルト２１に吸着された状態で、搬送ベルト２１によりさらに搬送されて、搬送ベルト２
１から分離されて、定着部４０に搬送される。
【００２８】
　定着部４０は、定着ローラ４１、加圧ローラ４２及び図示しない排紙ローラ対等を備え
ている。定着ローラ４１と加圧ローラ４２は、所定の押圧力で押圧されて、一方が回転駆
動されることにより、他方が連れ回りし、定着ローラ４１は、内蔵の加熱ヒーターにより
所定の定着温度に加熱制御される。
【００２９】
　定着部４０は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）及びブラック（Ｂｋ）
の各色のトナー画像が転写されて、搬送ベルト２１により搬送されてきた記録紙１２を定
着ローラ４１と加圧ローラ４２で加熱・加圧することにより、各色のトナーを記録紙１２
に定着させ、排紙ローラ対により図示しない排紙トレイ上に排出する。
【００３０】
　位置検知部５０は、ブラック（Ｂｋ）の画像形成部３０Ｂｋの記録紙１２の搬送方向下
流側に配設されており、図４に示すように、搬送ベルト２１の幅方向にそれぞれ一対配設
された位置検知センサ５１、５２を備えている。位置検知センサ５１、５２は、図５に示
すように２つの発光ダイオードなどからなる光源１５１ａ、１５１ｂと、トナー像を反射
した光が通過するスリット１５２ａが形成されたスリット板１５２と、スリット１５２ａ
を通過した光を集光するレンズ１５３と、レンズ１５３で集光された光を受光するフォト
ダイオードなどからなる受光素子１５４とから構成されている。光源１５１ａ、１５１ｂ
は、スリット板１５２の両端に設けられており、受光素子１５４は、像担持体たる搬送ベ
ルト２１から反射される正反射光は受光せず、トナー像があったとき乱反射光を捉える位
置に配置されている。受光素子１５４は、この受光素子１５４からの信号を処理するシス
テムコントローラ７１に接続されている。
【００３１】
　次に、位置検知パターン像と、スリット板１５２に設けられるスリット１１８ａの形状
について説明する。図６は、スリット１５２ａの形状を示す図であり、図７は、搬送ベル
ト２１上に形成された位置検知パターン像６０を示したものである。位置検知パターン６
０は、搬送ベルト２１上における各センサ１１６に対向する位置に形成され、主走査方向
に平行なライン状の検知パターン像６０ｆ（以下、「横線パターン」ともいう）と、この
横線パターンに対して斜めに傾斜したライン状の検知パターン像６０ｓ（以下、「斜め線
パターン」ともいう）とにより構成されている。また、位置検知パターン６０のうち、Ｋ
，Ｃ，Ｍ，Ｙは、それぞれ黒トナー、シアントナー、マゼンタトナー、イエロートナーに
より形成されたものであることを意味する。
【００３２】
　スリット１５２ａは、図６に示すように、位置検知パターン６０における横線パターン
６０ｆと同じ向きに形成された部分と、斜め線パターン６０ｓと同じ向きに形成された部
分とを有する×印状に形成されている。また、スリット１５２ａは、その幅寸法が"ａ"、
その長さ寸法が"ｂ"に形成されている。位置検知パターン像６０の幅寸法は、スリット１
５２ａの幅寸法"ａ"と同一に形成され、位置検知パターン像の長さ寸法は、スリット１５
２ａの長さ寸法"ｂ"よりも長く形成されている。これにより、受光素子１５４の対向位置
に位置検知パターン像がきたときのみ乱反射光が受光素子１５４に入光するようになり、
受光素子１５４の位置検知パターン像を検知したときの検出波形がシャープになり、良好
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な位置検出を行うことができる。
【００３３】
　次に、位置検知センサ５１、５２による位置検知パターンの位置検知について、図８を
用いて説明する。搬送ベルト２１が副走査方向に移動するのに伴い、図８（ａ）に示すよ
うに、各位置検知パターン像６０はスリット１５２ａに対向する位置を順次通過する。搬
送ベルト２１の表面は、平滑となっているため、受光素子１５４の対向位置に位置検知パ
ターン像がきていないときは、光源からの光のほとんどは、正反射するため、受光素子１
５４へ入射する反射光がわずかとなる。そのため、図８（ｂ）に示すように、受光素子１
５４からのセンサ出力がわずかになる。そして、受光素子１５４の対向位置に位置検知パ
ターン像６０がきたときは、光源１５１ａ、１５１ｂからの光がトナーによって乱反射す
る。このため、受光素子に入射する光が多くなり、図８（ｂ）に示すように、センサ出力
が上昇する。
【００３４】
　位置検知センサ５１、５２のセンサ出力は、図２に示すように、システムコントローラ
７１のＡＤコンバータを介してデジタル時系列値に変換され計測メモリに保管される（図
８（ｃ）参照）。その後、トナー像位置計算回路によって、メモリ上の値のＬＨエッジ線
Ｌ１から、メモリ値がＬｏｗからＨｉｇｈに変化した所を見出すことで高速の信号を精度
良く位置解析する。左右の位置検知パターン像６０の到着時間差、横線パターン６０ｆの
相互の到着時間差、横線パターン６０ｆに対する斜め線パターン６０ｓの到着時間差から
相対的な各色の左右位置、前後位置、傾き、倍率を計算する。計算結果は画像信号発生回
路へ送られ、適切な位置に画像形成するように補正（レジスト補正）され、色ずれ補正が
完了する。
【００３５】
　次に、上記色ずれ補正が行われる色ずれ補正制御について説明する。
　色ずれは、温度変化による装置構造体の伸縮が大きく寄与しているので、色ずれ補正制
御は、例えば、１００枚程度の画像形成ごと、温度変化が所定値以上変化したとき、連続
印刷枚数が所定値を越えたときなどに実行する。
　図９は、色ずれ補正制御の一例を示す制御フローである。
　図９に示す色ずれ補正制御は、連続印刷枚数が所定値を越えたときに実行する色ずれ補
正制御フローである。
　システムコントローラ７１は、記録紙１２を給紙部１０から１枚搬送させる毎に、印刷
枚数をカウントしているが、連続印刷の印刷開始時に、カウント値を読み込んでメモリに
保存する。
【００３６】
　まず、画像形成装置１は、システムコントローラ７１が印刷枚数をカウントしたら、そ
のときのカウント値と印刷開始時にメモリに保存したカウント値と差から、連続印刷した
枚数を算出する。次に、算出した連続印刷した枚数が予めメモリに格納されている連続印
刷設定枚数を越えたかチェックする（Ｓ１０１）。連続印刷した枚数が設定枚数を越えて
いないとき（Ｓ１０１のＮＯ）には、通常の印刷処理を行う。
【００３７】
　一方、連続印刷した枚数が設定枚数を越える（Ｓ１０１のＹＥＳ）と、システムコント
ローラ７１は、色ずれ補正制御を実行する。また、これと同時に、印刷開始時にメモリに
保存したカウント値をシステムコントローラ７１の印刷枚数カウント値（現在のカウント
値）に更新する。また、システムコントローラ７１は、画像形成部３０Ｙでの書込終了後
に、給紙タイミングを遅らせて、記録紙１２の通紙間隔を、連続印刷時の通紙間隔から、
感光体３１Ｙ～３１Ｂｋの１周長Ｌよりも長い色ズレ補正時の通紙間隔に変更する（Ｓ１
０２）。
【００３８】
　次に、システムコントローラ７１は、各画像形成部３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋ
を制御して、搬送ベルト２１上の幅方向（主走査方向）両端部に、図７に示した、位置検
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出パターン６０ｆ、６０ｓを形成させる（Ｓ１０３）。形成された位置検出パターン６０
ｆ、６０ｓを画像位置検知部５０に搬送させて、位置検知光センサ５１、５２に検出させ
る（Ｓ１０４）。なお、位置検出パターン６０ｆ、６０ｓの形成が完了すると、次の記録
紙１２から通常の連続印刷時の通紙間隔に戻して、連続印刷処理の続きの処理を行う。
【００３９】
　そして、上記位置検知センサ５１、５２の検出信号は、ＡＤコンバータでデジタル変換
されて計測メモリに記憶される。次に、システムコントローラ７１は、計測メモリに記憶
された位置検知センサ５１、５２の検出結果を読み出して、位置（色）ずれ量（スキュー
ずれ量、主走査レジストずれ量、主走査倍率ずれ量、副走査レジストずれ量）を算出（Ｓ
１０５）する。後述する装置の劣化などで、位置検知パターンを検知できずに位置（色）
ずれ量が算出できなかった場合（Ｓ１０６のＹＥＳ）は、再度、Ｓ１０２以降のステップ
を繰り返し実行する。
【００４０】
　一方、位置（色）ずれ量が算出された場合（Ｓ１０６のＮＯ）は、位置（色）ずれ量が
予めメモリに記憶されている基準設定位置（色）ずれ量と比較して、基準設定位置（色）
ずれ量の範囲内かチェックする（Ｓ１０７）。検出した位置（色）ずれ量が基準設定位置
（色）ずれ量の範囲外である（Ｓ１０７のＮＯ）と、位置（色）ずれ量（スキューずれ量
、主走査レジストずれ量、主走査倍率ずれ量、副走査レジストずれ量）から補正量を算出
する。次に、画像形成部３０Ｙ、３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋの各露光部３３Ｙ～３３Ｂｋ
による書込クロック、書き込みタイミング等の制御信号の設定値をシステムコントローラ
７１に出力する。システムコントローラ７１は、上記書込クロック、書き込みタイミング
等の制御信号の設定値と補正量とに基づいて、各ステーションである画像形成部３０Ｙ、
３０Ｍ、３０Ｃ、３０Ｂｋの書き込みタイミングではないタイミングで（Ｓ１０８のＹＥ
Ｓ）、これらの書込クロックや書き込みタイミング等の設定値を変更することで、色ずれ
補正を行う（Ｓ１０９）。色ずれ補正を行ったら、再度、Ｓ１０２以降のステップを行っ
て、正しく色ズレ補正が実行されたか否かの検証を行う。
【００４１】
　一方、位置（色）ずれ量が基準設定位置ずれ量の範囲内であると、色ズレ補正が不要で
あるので、システムコントローラ７１は、連続印刷の続きの印刷処理を実行して、処理を
終了する。
【００４２】
　また、本実施形態の画像形成装置においては、電源投入時あるいは所定枚数のプリント
を行う度に、各色の画像濃度を適正化するために現像バイアス、帯電バイアス、露光量な
どを調整するプロセス調整運転も行われている。
　電子写真方式の画像形成装置は経時劣化や環境変動で画像濃度が変動してしまう弱点が
あるので、上記プロセス調整運転を実行して画像濃度が安定するように制御している。
【００４３】
　このプロセス調整運転の制御フローを図１０に示す。
　電源投入時あるいは所定枚数のプリント前後の時間を利用し、プロセス調整運転信号が
上位制御装置よりシステムコントローラ７１に指示され、プロセス調整運転がスタートす
る。
【００４４】
　プロセス調整運転がスタートすると、システムコントローラ７１は、画像信号発生回路
を画像ナシの状態とする（Ｓ２０１）。次に、ＣＰＵは、プロセス制御用センサの受光素
子の感光体表面検知時のセンサ出力（受光信号）が予め決められた所定値になるように、
光量調整回路でプロセス制御用センサの発光素子の発光光量Ｒを調整する（Ｓ２０２～Ｓ
２０４）。これは受発光素子のばらつきや経時変化、感光体表面状態の経時変化に影響さ
れずに精度良くトナー像濃度を計測するためのプロセス制御用センサ３７の校正動作に相
当する。
【００４５】
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　このようなプロセス制御用センサ３７の校正動作が終わったら、特定のテスト画像を感
光体上に自動形成する（Ｓ２０５）。この感光体上のテスト画像をプロセス制御用センサ
３７で光学的に計測する（Ｓ２０６）。テスト画像は濃度レベルの異なる５段階程度の露
光を行った一様濃度のパターンが良く用いられる。このとき帯電、現像バイアス条件は予
め決められた特定値で実行される。
【００４６】
　次に、各テスト画像を検知して得られたプロセス制御用センサ３７の５点の受光信号を
、所定の付着量算出アルゴリズムを用いてトナー付着量（画像濃度）に変換処理する。こ
れにより、各テスト画像のトナー付着量が検知される。そして、各テスト画像のトナー付
着量と各テスト画像を作成したときの各現像ポテンシャルとの関係から、図１１に示すよ
うに、線形近似した現像ポテンシャル－トナー付着量直線を求める。この現像ポテンシャ
ル－トナー付着量直線から傾きγ、切片ｘ０を算出する（Ｓ２０７）。このように傾きγ
、切片ｘ０を求めることで、先ほど述べた濃度変動要因（経時劣化・環境変動）によって
直線の傾きγおよび切片ｘ０が狙いの特性（図中点線）とずれていることが検出できる。
傾きγのずれを補正するための露光光量補正パラメータＰを傾きγから決定する。また、
現像が開始される現像ポテンシャル（切片Ｘ０）のズレを補正するため補正パラメータＱ
を切片ｘ０から決定する（Ｓ２０８）。
【００４７】
　露光光量補正パラメータＰを露光信号に掛け合わせることで傾きγが主に補正され、現
像バイアスに補正パラメータＱを掛け合わせることで切片ｘ０が主に補正されることで、
狙いとする画像濃度を安定して得ることが可能となる。
【００４８】
　本実施形態の画像形成装置は、上述したプロセス調整運転で決定されるプロセス制御用
センサ３７の発光素子の発光光量Ｒ、露光光量補正パラメータＰ、補正パラメータＱを用
いて、装置故障状態を判別している。
【００４９】
　上記値Ｐ，Ｑ、Ｒそれぞれは、トナー特性、感光体特性、帯電手段、現像手段の劣化に
よって変化していると考えられる。そのうちのひとつの変化だけを取り出して故障判断し
たのでは、温湿度変化による過渡的な信号変化についても故障と誤判断してしまうおそれ
がある。実際の装置でそのような故障判断を行うと多量の誤報が発生し画像形成装置の運
用がままならず、使用に耐えない。
　そこで、本実施形態においては、以下に記述するような故障判別アルゴリズムを用いる
ことで、故障判定に有効性のある上記３つの値Ｐ、Ｑ、Ｒを総合的に勘案した、故障判定
を実行している。
【００５０】
　以下に、本実施形態の故障判別を、図１２、図１３に基づいて説明する。
　図１２、図１３に示す故障判別アルゴリズムは、一次線形結合式を用いたものである。
　図１２に示すように、装置の運転制御情報（信号）としての上記プロセス制御用センサ
３７の発光素子の発光光量Ｒ、露光光量補正パラメータＰ、補正パラメータＱを読み出す
（Ｓ３０１）。次に、上記Ｒ、Ｐ、Ｑを１次線形結合式（Ｃ＝aＰ＋ｂＱ＋ｃＲ）に代入
して、状態指標値Ｃを求める（Ｓ３０２）。上記ａ、ｂ、ｃは、重み付けパラメータであ
り、パターン認識アルゴリズムなどの手法を用いて決定する値である。一例としては、感
光体が劣化し、表面の乱反射光量が増えてくるとＲ値は低下傾向になり、同様にこの影響
はＱ値の低下傾向ももたらす。また同様の劣化が帯電電位も十分でなくなる傾向を招きＰ
値は上昇傾向となる。このような条件が揃ったときＣ＜０、そうではないときＣ＞０とな
るように１次線形結合式の重み付けパラメータを決定するのである（図１３参照）。
　このような故障判定によって、故障と判定（Ｃ＜０）されたとき（Ｓ３０３のＮＯ）は
、システムコントロール７１は、装置の表示パネルやパーソナルコンピュータなどの外部
装置の表示画面などでメンテナンス要求を報知する（Ｓ３０４）。また、サービスセンタ
ーと通信を行って、サービスセンターにメンテナンスが必要な旨を報知してもよい。
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【００５１】
　このように、複数の運転制御情報（Ｐ、Ｑ，Ｒ）の情報から、装置の故障を判定（ここ
では、感光体の寿命判定）を行うことで、ひとつの運転制御情報から、装置の故障を判定
するものに比べて、ロバストな故障判定を行うことができる。また、画像の出力結果から
得られる運転制御情報（Ｑ，Ｐ）よりも、感光体表面を直接計測して得られる運転制御情
報（Ｒ）の重み付けを重くすれば、異常画像は発生していないが表面の悪化が始まった段
階で、Ｃ＜０（故障）と判定することも可能である。これにより、故障の予測も可能とな
る。
【００５２】
　なお、状態指標値Ｃを算出する計算式をどのようにするか、また、上記重み付けパラメ
ータをどのような値にするかの決定は、パターン認識アルゴリズムを用いて決定するのが
好ましい。適用可能なパターン認識アルゴリズムの一例としては、ＬＤＡ法（線形判別分
析）、ブースティング法、サポートベクタマシン法などの手法が挙げられる。このような
パターン認識アルゴリズムを使えば、複数の運転制御情報（Ｑ，Ｒ、Ｐ）とそのときの感
光体表面状態の専門家の判定情報（ＯＫ、ＮＧの情報）があれば、実益の得られる関数を
決定することができる。すなわち、パターン認識アルゴリズムを使えば、運転制御情報Ｐ
，Ｑ，Ｒと故障との因果関係を実験研究で調べたり、メカニズム解析で追求したりしなく
とも、実益の得られる関数を決定することができるのである。
【００５３】
　次に、本実施形態の第１の特徴点について説明する。
　発明者らは位置検知センサ５１、５２のセンサ出力値から得られる情報からも故障判定
・故障予測するのに非常に有益な情報が得られることを見出した。
　トナー、感光体３１、帯電部３２、現像部３４、転写部３５などが劣化した場合、色ず
れ補正制御に用いられる位置検知パターン像にさまざまな異常が発生する。これは、位置
検知パターンは、線幅が０．１～１ｍｍのライン画像であることに起因する。すなわち、
トナー像の外周には、強いエッジ電界が形成されるため、トナー像の中央部分に比べて、
トナー像のエッジ部は、さまざまな画像形成条件の変動によって変化しやすい。ライン画
像は、上述のように、線幅が１ｍｍ以下と狭いため、このようなエッジ部の変化の影響が
顕著に現れる。よって、ライン画像は、ベタ画像に比べて、トナー、感光体３１、帯電部
３２、現像部３４、転写部３５などが劣化の影響で異常が生じやすいのである。すなわち
、画像への異常が目視できないような軽微な段階でも、ライン画像では、異常画像が顕著
になるのである。よって、ライン画像の異常を把握することで、画像への異常が目視でき
ないような軽微な段階で感光体３１、帯電部３２、現像部３４、転写部３５などが劣化の
影響を把握することが可能となる。
【００５４】
　次に、トナー、感光体３１、帯電部３２、現像部３４、転写部３５などが劣化の影響で
生じるライン画像である位置検知パターンの異常について、説明する。
　トナーや現像部３４が劣化すると、濃度が低下して位置検知パターンに図１４（ａ）に
示すような、「ぼそつき」が生じる。位置検知センサ５１、５２が、このぼそついた位置
検知パターンを検知したときのセンサ出力値（検出値）は、図１４（ｂ）に示すように、
低く、また、センサの検出波形もブロードになる。その結果、図１４（ｃ）に示すように
、メモリ値から位置解析によって得られた検知パターンの位置計測結果（メモリ値がＬｏ
ｗからＨｉｇｈに変化した所）が遅れ気味となる。また、位置計測結果のばらつきが大き
くなる。
【００５５】
　感光体３１や帯電手段３２が汚れたり劣化したりすると、ライン画像の位置検知パター
ンに、図１５（ａ）に示すような「白抜け」が発生する。位置検知センサ５１、５２が、
このような「白抜け」した位置検知パターンを検知すると、図１５（ｂ）に示すように、
出力値が著しく低下する。その結果、図１５（ｃ）に示すように、位置検知パターンを検
知したときのメモリ値が、ＬＨエッジ線Ｌ１を越えず（全てのメモリ値がＬｏｗ）、位置
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検知パターン像の位置を検知できないという不具合を生じる。
【００５６】
　また、トナーや転写部３５が劣化すると、図１６（ａ）に示すように、ライン画像であ
る位置検知パターンに「虫食い」が発生する。このように位置検知パターンに虫食いが生
じると、図１６（ｂ）に示すようにセンサ出力値が２つのピークをもつような出力波形を
示す。その結果、デジタル変換されてメモリに格納されたメモリ値には、図１６（ｃ）に
示すように、メモリ値がＬｏｗからＨｉｇｈに変化する所が２箇所存在することになる。
このような検知結果が得られるのは、位置検知センサ５１、５２で検知しているからであ
る。すなわち、位置検知センサ５１、５２は、検知パターンの位置を正確に検知するため
に、受光素子と対向するトナー像のみを検知するようになっている。このため、上記のよ
うな２つのピーク値をもつ出力波形が得られるのである。一方、プロセス制御用センサ３
７のような濃度検知を行うセンサの場合は、センサの出力値から、虫食い画像なのか濃度
低下なのか判別することができない。
【００５７】
　また、２成分現像剤方式では、現像剤の劣化によってベタ画像を形成したとき、図１７
（ａ）に示すように、ベタ画像周辺の非画像部に帯電不良のトナーが付着する所謂「ハッ
ト」画像が生じる場合がある。このような「ハット」画像においても、位置検知センサ５
１、５２で検知すると、図１７（ｂ）に示すように、センサ出力値が２つのピークをもつ
ような出力波形を示す。よって、この場合においても、デジタル変換されてメモリに格納
されたメモリ値には、図１７（ｃ）に示すように、メモリ値がＬｏｗからＨｉｇｈに変化
する所が２箇所存在することになる。
【００５８】
　以上の説明のように、ライン画像である検知パターンを形成し、それを位置検知センサ
で検知すると、装置の劣化によって生じる「ボソツキ」、「白抜け」、「虫食い」などの
異常を把握することが可能であることがわかる。また、ベタ画像を位置検知センサで検知
することで、「ハット画像」を把握することもできる。
　そこで、本実施形態においては、位置検知センサ５１、５２のセンサ出力値（位置検出
データ）から得られる情報を、上記故障判定に用いたのである。以下に、実施例１、２に
基づいて、具体的に説明する。
【００５９】
［実施例１］
　実施例１においては、故障検知用パターンを形成して、この故障検知用パターンを位置
検知センサ５１，５２で検知して、故障判定に用いる運転制御情報を取得するものである
。
　図１８は、位置検知センサ５１、５２からの位置情報に基づいて、運転制御情報を取得
するときの制御フローである。
　まず、所定枚数画像形成した後や、環境が所定量変化した後に、システムコントロール
７１は、運転制御情報取得制御をスタートさせる。
　運転制御情報取得制御がスタートしたら、図１９（ａ）に示すような、故障検知用パタ
ーンを形成する（Ｓ４０１）。図１９（ａ）に示すように、故障検知用パターンは、線幅
１ｍｍ以下、長さ３ｍｍ以上の位置検知の基準となる基準ライン像（Ｋ色）Ｐと、Ｋ、Ｙ
、Ｍ、Ｃの４色のライン像とからなる第１、第２ラインパターンと、線幅１ｍｍ以上のＫ
、Ｙ、Ｃ、Ｍのベタ画像からなるベタ画像パターンとからなっている。なお、本実施形態
においては、基準ライン像ＰをＫ色で形成しているが、他の色でもよい。
【００６０】
　次に、この故障検知用パターンを位置検知センサ５１、５２で検知して（Ｓ４０２）、
「ボソツキ」に関する運転制御情報、「白抜け」に関する運転制御情報、「虫食い」に関
する運転制御情報、「ハット画像」に関する運転制御情報を取得する（Ｓ４０３）。
【００６１】
　まず、「ボソツキ」に関する運転制御情報について説明する。上述したように、トナー
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や現像部３４の劣化による濃度低下によって、ライン画像が「ぼそつく」と、位置計測結
果にバラツキが生じる。よって、このような計測結果のバラツキ度合いを調べることで、
「ボソツキ」に関する運転制御情報を取得している。
　具体的に説明すると、図１９（ｂ）に示すように、まず、基準ライン像Ｐを位置検知セ
ンサが検知してから、各色のライン像が検知されるまでの時間を計測する（Ｔｋ１、Ｔｃ
１、Ｔｍ１、Ｔｙ１）。すなわち、このＴｋ１、Ｔｃ１、Ｔｍ１、Ｔｙ１が、基準ライン
像を基準とした、各色の位置情報となる。第２ライン像からも同様に各色のライン像の位
置情報としてＴｋ２、Ｔｃ２、Ｔｍ２、Ｔｙ２を取得する。この２つのライン像パターン
から得られた、位置情報の一致性として、各色の計測差Ｓ（Ｔｋ１－Ｔｋ２、Ｔｃ１－Ｔ
ｃ２、Ｔｍ１－Ｔｍ２、Ｔｙ１－Ｔｙ２）を算出する。また、第３、第４・・・と複数の
ラインパターンを作成し、複数の計測差を算出して、各色計測差の平均Ｔ、計測差の分散
Ｕを算出してもよい。これら、位置情報の一致性として算出した計測差Ｓ、計測差の平均
Ｔ、計測差の分散Ｕを、「ボソツキ」に関する運転制御情報として故障判定の指標値算出
に用いる。
【００６２】
　次に、「白抜け」に関する運転制御情報について説明する。上述したように、感光体や
帯電手段の汚れや劣化によってライン画像に「白抜け」が生じると、位置検知センサの出
力値から得られたメモリ値にＬｏｗからＨｉｇｈに切り替わる箇所が存在しなくなる。そ
の結果、ＬＨエッジ（メモリ値Ｌｏｗ→Ｈｉｇｈとなっているところ）が検知されず、ラ
イン像の位置情報を得ることができない場合がある。このため、位置検知センサの出力値
（メモリ値）から、ＬＨエッジ（メモリ値Ｌｏｗ→Ｈｉｇｈ）が検知されるべきタイミン
グで、ＬＨエッジが検知されたか否かをチェックして、ＬＨエッジが検知されなかった場
合は、数値をインクリメントする（Ｗ＝１）。このように、各色について、ＬＨエッジが
検知されなかった回数Ｗをカウントして、この回数Ｗを「白抜け」に関する運転制御情報
として、故障判定の指標値算出に用いる。
【００６３】
　次に、「虫食い」に関する運転制御情報について説明する。上述したように、トナーや
転写部３５の劣化により、ライン画像に「虫食い」が生じると、位置検知センサの出力値
に２つのピーク（メモリ値ＬｏｗからＨｉｇｈとなる箇所）が２箇所存在するようになる
。このため、位置検知センサの出力値（メモリ値）から、ＬＨエッジ（メモリ値ＬｏＷ→
Ｈｉｇｈ）が検知されるべきタイミングで、ＬＨエッジの検知回数（メモリ値ＬｏＷ→Ｈ
ｉｇｈになる回数）を計測して、２回計測された場合は、数値をインクリメントする（Ｘ

１＝１）。このように、各色について、ＬＨエッジが２回計測された回数Ｘ１をカウント
して、この回数Ｘ１を「虫食い」に関する運転制御情報として、故障判定の指標値算出に
用いる。
【００６４】
　次に、「ハット画像」に関する運転制御情報について説明する。上述したように、現像
剤の劣化によりベタ画像を形成したきに「ハット画像」が生じると、位置検知センサの出
力値に２つのピーク（メモリ値ＬｏｗからＨｉｇｈとなる箇所）が２箇所存在するように
なる。よって、位置検知センサでベタ画像を検知する前に、所定のタイミングでＬＨエッ
ジが検知されたか否かをチェックして、ＬＨエッジが検知された場合は、数値をインクリ
メントする（Ｘ２＝１）。位置検知センサがベタ画像を検知したか否かは、メモリ値Ｈｉ
ｇｈが連続する個数から、把握することができる。このように、各色について、ベタ画像
検知前のＬＨエッジが計測された回数Ｘ２をカウントして、この回数Ｘ２を「ハット画像
」に関する運転制御情報として、故障判定の指標値算出に用いる。
【００６５】
　上述のようにして、位置検知センサ５１、５２から、「ボソツキ」に関する運転制御情
報Ｓ、Ｔ、Ｕ、「白抜け」に関する運転制御情報Ｗ、「虫食い」に関する運転制御情報Ｘ

１、「ハット画像」に関する運転制御情報Ｘ２を取得したら、メモリから、装置の運転制
御情報としての上記プロセス制御用センサ３７の発光素子の発光光量Ｒ、露光光量補正パ
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ラメータＰ、補正パラメータＱを読み出す（Ｓ４０４）。
【００６６】
　そして、これら運転制御情報から、上述と同様にして、指標値Ｃを算出し、指標値Ｃに
基づいて、故障の判定を行う（Ｓ４０６～Ｓ４０７）。
【００６７】
　なお、上述の故障検知用パターンは、「ボソツキ」に関する運転制御情報Ｓ、「白抜け
」に関する運転制御情報Ｗ、「虫食い」に関する運転制御情報Ｘ１、「ハット画像」に関
する運転制御情報Ｘ２を得るための故障検知用パターンであり、これに限られるものでは
ない。例えば、「白ヌケ」、「虫食い」に関する運転制御情報を得たい場合、故障検知用
パターンは、ラインパターンひとつでよい。
【００６８】
［実施例２］
　次に、実施例２について説明する。実施例２は、色ずれ補正制御時に作成した位置検知
パターンの位置検知データから運転制御情報を取得するものである。
　図２０は、実施例２における運転制御情報を取得するときの制御フローである。
　まず、図７に示すような、位置検知パターン６０を形成する（Ｓ５０１）。１つのパタ
ーンによって「白ヌケ」、「虫食い」などの発生に関する情報を得ることが可能であるが
、複数個作成することにより計測差Sを求め「ぼそつき」などに関する情報を得るように
してもよい。次に、位置検知センサ５１、５２の検出結果から、位置（色）ずれ量（スキ
ューずれ量、主走査レジストずれ量、主走査倍率ずれ量、副走査レジストずれ量）を算出
（Ｓ５０３）する。また、位置検知センサ５１、５２の検出結果から、運転制御情報とし
ての計測差Ｓを算出する（Ｓ５０４）。次に、算出エラーの場合（Ｓ５０５のＹＥＳ）、
位置検知パターンを検知できずに位置（色）ずれ量が算出できなかったことを示すので、
白抜けに関する運転制御情報Ｗをインクリメントする（Ｓ５０８）。また、位置ずれ算出
処理がリトライされた回数Ｖをインクリメントして（Ｓ５１０）、Ｓ５０１以降のステッ
プを行う。
【００６９】
　一方、位置ずれ量が算出でき（Ｓ５０５のＮＯ）、位置ずれ量が設定範囲外の場合は（
Ｓ５０６のＹＥＳ）、色ずれ補正を実行し（Ｓ５０９）、位置ずれ算出処理がリトライさ
れた回数Ｖをインクリメントして（Ｓ５１０）、Ｓ５０１以降のステップを行う。
【００７０】
　位置ずれ量が、設定範囲内であった場合（Ｓ５０６のＹＥＳ）は、計測メモリから、「
虫食い」に関する運転制御情報Ｘ１を取得する。また、計測差の平均Ｕ、計測差の分散Ｔ
を算出する。
【００７１】
　このように、実施例２においては、色ずれ補正制御で用いるライン画像を用いて、運転
制御情報を取得するので、色ずれ補正制御と運転制御情報取得とを別々に行うものに比べ
て、トナーの消費を抑えることができる。また、色ずれ補正制御と運転制御情報取得とを
別々に行うものに比べて、画像形成の中断時間を低減できる。
【００７２】
　また、複数回位置ずれ算出処理が行われた場合、1回目の位置ずれ量算出処理が行われ
たときに位置検出情報と、色ずれ補正後に実施された後の２回目の位置ずれ量算出処理が
行われたときの位置検出情報とから、計測差Ｓを算出すれば、この計測差Ｓには、画像劣
化に伴う位置の一致性の低下を原因とする情報のほかに、色ずれ補正するときに動作する
露光光学系の回路動作や、光学素子の角度を調整するアクチュエータの駆動精度が原因と
する情報も含んだものとなる。すなわち、画像が正常に形成され色ずれ補正が正しく実行
されていれば、一致性が良くなるが、画像劣化があるか、または露光光学系の回路動作や
、光学素子の角度を調整するアクチュエータの駆動精度が磨耗などで劣化している場合は
、一致性が悪くなる。このように、色ずれ補正が正しく実行されなかった情報が、位置情
報の一致性を示す情報Ｓ，Ｔ、Ｕに含ませることができる。そして、このような情報を含



(18) JP 4852407 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

ませることで、露光光学系の故障判別、故障予測を行うことができる。
故障部位を画像形成部か露光光学系か区別するためには、位置情報の一致性以外の情報を
状態指標値Cの演算式に加え、画像形成部の故障判別式と露光光学系の故障判別式を独立
に作ることが有効である。
【００７３】
　上記リトライ回数Ｖも、色ずれ補正が正しく行われない情報が含まれるので、このリト
ライ回数Ｖにも露光光学系の故障の情報が含まれる。よって、このリトライ回数Ｖも運転
制御情報として用いることで、露光光学系の故障判別、故障予測を行うことができる。ま
た、装置が劣化してくると検知パターンの位置計測結果がばらつくことで、位置情報に基
づく色ずれ補正行っても、正しく色ずれ補正されていない場合が出てくる。その結果、色
ずれ補正のリトライ回数Ｖが増える。また、装置の劣化により、ライン画像に「白抜け」
が発生して、算出エラーとなってリトライする回数Ｖも多くなる。このように、リトライ
回数Ｖには、画像劣化に関する情報が含まれているので、このリトライ回数を運転制御情
報として用いて、指標値Ｃを算出することで精度の高い予測ができる。
【００７４】
　図２１は、「虫食い」に関する運転制御情報Ｘ、上記リトライ回数Ｖ、運転制御情報Ｐ
、Ｑ、Ｒと、指標値Ｃとの関係を示す図である。
　図に示すように、Ｐ，Ｑ、Ｒが異常な状態に推移するに従って、エッジ回数Ｘ、リトラ
イ回数Ｖも正常の状態から異常な状態に推移しているのがわかる。よって、ＬＨエッジを
２回検知する回数Ｘが増加傾向、リトライ回数Ｖが増加傾向を示すときに、Ｃ＜０となる
ように、重み付けすれば、指標値Ｃに基づき、より高い故障判定・予測が可能となる。ま
た、故障を判断するための運転制御情報が増えることで、より総合的に故障の判定・予測
が行うことができ、偶発的な故障状態の情報による誤判定をより抑制することができる。
【００７５】
　上述のプロセス制御センサを、主走査線方向に複数個配置して、検知場所による誤差を
なくすようにしてもよい。また、上述では、プロセス制御センサとして、正反射光を受光
する受光素子のみを備えた正反射型タイプの光センサを用いているが、これに限られない
。正反射光を受光する受光素子と、乱反射光を受光する受光素子とを備えたマルチタイプ
の光センサを用いてもよい。通常、感光体表面は、極めて平滑であるので、感光体から反
射する光は、正反射光である。しかし、感光体が劣化して、感光体表面に微細なキズや付
着物が付いたと表面では、乱反射光が多くなる。よって、プロセス制御センサとして乱反
射光を受光する受光素子を備えたマルチタイプの光センサを用いることで、乱反射光を受
光する受光素子の出力値から、感光体表面の微細なキズや付着物を検知することができる
。よって、この乱反射光を受光する受光素子出力値を、運転制御情報として用いれば、よ
り精度の高い故障の判定・予測が行える。
【００７６】
　また、位置検知センサは、搬送ベルトの両端に設けられているが、これに限らず、さら
に複数個主走査線方向に配置して、場所による検知誤差をなくしてもよい。
【００７７】
　また、上述の画像形成装置は、各色の感光体に形成されたトナー像を直接記録紙に転写
する直接転写タイプの画像形成装置であるが、これに限られない。例えば、図２２に示す
ように、各感光体に形成された画像を中間転写ベルトに中間転写してから、記録紙に転写
する、中間転写タイプの画像形成装置でもよい。
　この中間転写タイプの画像形成装置の場合は、中間転写ベルトと対向する位置にセンサ
を設けて、このセンサでプロセス制御センサと位置検知センサとを兼用させることもでき
る。プロセス制御センサと位置検知センサとを兼用するための光センサとしては、正反射
光を受光する受光素子と、乱反射光を受光する受光素子とを備えたマルチタイプの光セン
サが好ましい。そして乱反射光を受光する受光素子と中間転写ベルトとの間には、スリッ
ト部材を設けて、乱反射光受光素子の対向位置に検知パターン像がきたときのみ乱反射光
が乱反射光受光素子に入光するようにする。この場合、プロセス制御のときの調整された
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発光光量Ｒは、中間転写ベルトの劣化の状態を示す運転制御情報となる。
【００７８】
　次に、本実施形態の第２の特徴点について説明する。
　感光体表面は、ジャム処理の操作時などのときに誤って感光体表面に小さな傷を付けて
しまう場合がある。具体的な一例を挙げると、ジャム処理のときに転写紙を機内から引き
出すときにユーザーが腕に付けている腕時計が誤って感光体表面と摺擦して、感光体表面
に軸方向に延びる微細な傷を付けてしまう場合がある。
　感光体表面には、転写位置、乃至は感光体クリーニング位置に至るまでの間トナーが付
着した状態となっている。このトナー中に添加されているシリカ、酸化チタン及びワック
スなどの物質が像担持体表面に付着する可能性がある。また、図１に示すように、感光体
表面に形成した画像を転写紙に直接転写する直接転写方式の画像形成装置においては、感
光体表面に各種の転写紙が接触するため、それら転写紙の塗料として使用されている炭酸
カルシウムやシリカ等が付着する可能性がある。このようにして付着したシリカ、酸化チ
タン及びワックスなどの物質が軸方向に延びる微細な傷に突き刺さり、小さな固着核を形
成する。そして、経時使用でその固着核が成長していき、各種の異物による軸方向に延び
るフィルミングが発生する。このような軸方向に延びるフィルミングが発生すると、画像
上にヨコスジが現れてしまい、ユーザーが装置の故障（感光体の劣化）に気付く。このよ
うなヨコスジ画像が現れた段階で、修理が行われるため、異常発生から修理完了まで異常
画像が形成され続ける。このため、その間は正常な画像形成を行うことができないので、
機能を停止させることになり、使用者にとって時間的なロスが大きい。また、異常画像が
形成されたものは、画像形成のやり直しが必要となり資源（トナーおよび紙）の無駄が発
生してしまう。
【００７９】
　また、トナー像転写後の感光体表面をクリーニングするクリーニング部３６は、感光体
移動方向に対して直交する方向に長尺なウレタンゴムブレードの先端を感光体表面に当接
させて感光体表面をクリーニングするブレードクリーニング方式を採用している。上記ウ
レタンゴムブレードは、摩擦磨耗に対しては強靭であるが、繰り返し変形を受けると、劣
化して、先端に微小な亀裂が生じる。そして、経時使用でウレタンブレードの劣化が進行
すると、この亀裂が成長して、先端に小さな欠けが生じてしまう。その結果、その欠けた
部分のクリーニング性能が低下して、感光体表面に付着したシリカやトナーがその欠けた
部分からすり抜けてしまう。そして、このすり抜けたトナーやシリカが帯電部３２に局所
的に付着して帯電部３２を汚染したり、感光体表面に移動方向に沿ってスジ状に残留して
感光体を汚染したりする。そして、このような汚染が経時で蓄積されていき、局所的な帯
電不良が発生し、画像上にタテスジが現れてしまう。これによって、ユーザーが装置の故
障（クリーニングブレードの劣化）に気付く。このようなタテスジ画像が現れた段階で、
修理が行われるため、異常発生から修理完了まで異常画像が形成され続ける。このため、
その間は正常な画像形成を行うことができないので、機能を停止させることになり、使用
者にとって時間的なロスが大きい。また、異常画像が形成されたものは、画像形成のやり
直しが必要となり資源（トナーおよび紙）の無駄が発生してしまう。
【００８０】
　感光体表面に異物が付着した部分や、傷が生じた部分に照射した光は、そうでない部分
に比べて乱反射成分が多くなる。すなわち、感光体表面に照射した光の反射光を検出する
ことで、感光体表面の傷や、感光体表面に異物が付着しているか否かを検出することがで
きる。よって、感光体表面の傷に沿ってフィルミングが生じて、ヨコスジ画像が現れる前
に、感光体の劣化の影響を把握することが可能となる。また、帯電部の局所的な汚染が進
行して、タテスジ画像が現れる前に、クリーニングブレードの劣化の影響を把握すること
が可能となる。
　よって、感光体の劣化の状態や、クリーニングブレードの劣化状態を画像に影響が出る
前に把握することができる感光体表面に照射した光の反射光の検出データを故障の予測・
判定に用いることで、より、高精度に装置の故障の予測・判定を行うことができる。
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【００８１】
　感光体表面状態を検知する表面状態検知手段たる表面状態検知センサは、感光体表面に
光を照射する発光手段と、感光体表面から反射した光受光するフォトダイオードやＣＣＤ
などからなる受光手段とで構成される。受光手段は、感光体表面から反射される正反射光
は受光せず、乱反射光を捉える位置に配置するのが好ましい。通常、感光体表面は、鏡面
に近い平滑性を有しているので、感光体表面の傷や付着物がない状態では、ほぼ正反射光
である。このため、受光手段を、正反射光を捉える位置に配置した場合、傷や付着物の周
囲の正反射光成分を受光するため、感光体表面の微小な傷や付着物を検知できない。一方
、受光手段を、乱反射光を捉える位置に配置した場合は、受光手段に入射する光は、ほと
んどないため、感光体表面の傷や付着物から乱反射したわずかな乱反射光でも検知するこ
とができる。このため、受光手段は、乱反射光を捉える位置に配置するのが好ましいので
ある。
【００８２】
　また、感光体表面状態を検知する表面状態検知手段は、プロセス制御用センサ３７と兼
用することもできる。また、図２３に示すように、露光部３３が感光体３１に向けて照射
する書込み光の感光体３１からの反射光を検知できる位置に受光手段３３ａを配置し、露
光部３３が感光体３１に向けて照射する光を用いて、感光体表面状態を検知するようにし
てもよい。すなわち、この場合は、露光部３３が、表面状態検知手段の発光手段として機
能する。また、除電ランプ３８が感光体３１に向けて照射する光の感光体からの反射光を
検知できる位置に受光手段３８ａを配置して、除電ランプ３８が感光体３１に向けて照射
する光を用いて、感光体表面状態を検知するようにしてもよい。
【００８３】
　次に、表面状態検知センサが感光体表面を光学的検知した検知結果を上記故障判定に用
いて、故障判定する処理について、実施例Ａ～実施例Ｃに基づき、具体的に説明する。
【００８４】
［実施例Ａ］
　まず、実施例Ａについて、説明する。
　図２４（ａ）は、感光体表面に傷や付着物がない状態のときの表面状態検知センサで感
光体表面を連続的に検知したときの検出データ（出力値）を示す図である。図２４（ｂ）
は、感光体表面の一部に傷や付着物がある状態のときの表面状態検知センサで感光体表面
を連続的に検知したときの検出データ（出力値）を示す図である。なお、図２４（ａ）、
（ｂ）は、感光体が一回転するときに、１３回検出データを取得したものである。また、
実施例Ａは、表面状態検知センサとして、プロセス制御用センサ３７を用いた。
【００８５】
　図２４（ａ）に示すように、感光体表面に傷や付着物がない状態のときは、各検出デー
タは、ほぼ同じ値を示し、感光体１回転したときに得られた１３個の検出データは、均質
である。しかし、図２４（ｂ）に示すように、感光体表面の一部に傷や付着物があると、
他の検出データに比べて出力値の高い検出データが存在して、検出データが均質でなくな
る。よって、検出データが均質であるか否かを判定することによって、感光体表面に傷や
付着物があるか否かを検知することができる。具体的には、システムコントローラは、取
得した１３個の検出データの平均値を算出して、各検出データと平均値との差分値を算出
する。算出した差分値が所定範囲内か否かを検出して、所定範囲外の差分値があるときは
、検出データが均質でないと判別し判別値Ｓを１とする。一方、算出した全ての差分値が
所定範囲内のときは、検出データが均質であると判別し、判別値Ｓを０とする。
【００８６】
　図２５は、感光体１回転したときに得られた１３個の感光体表面状態の検出データを取
得する制御フロー図である。図２５に示すように、感光体表面状態の検出データは、プロ
セス調整運転時に取得する。すなわち、プロセス制御用センサ３７の校正動作が終わった
ら（Ｓ２１１～Ｓ２１４）、感光体１周分の感光体表面状態の検出データ群（１３個の検
出データ）を取得する（Ｓ２１５）。感光体１周分の感光体表面状態の検出データ群を取
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得したら、特定のテスト画像を感光体上に自動形成して、プロセス制御を実行する（Ｓ２
１６～Ｓ２１９）。
【００８７】
　上記判別値Ｓは、感光体３１の劣化やクリーニングブレードの劣化によって変化するが
、上記判別値Ｓのみをで故障判断したのでは、例えば、感光体表面にたまたま埃が付着し
た状態であっても故障と判定したりして、誤判断してしまうおそれがある。実際の装置で
そのような故障判断を行うと多量の誤報が発生し画像形成装置の運用がままならず、使用
に耐えない。そこで、判別値Ｓ、上述した故障判定に有効性のある上記３つの値Ｐ（露光
光量補正パラメータ）、Ｑ（補正パラメータ）、Ｒ（発光光量）を総合的に勘案した、故
障判定を実行する。
【００８８】
　以下に、運転制御情報として、Ｓ、Ｐ、Ｑ，Ｒを用いた故障判別について、説明する。
　図２６は、運転制御情報として、Ｓ、Ｐ、Ｑ，Ｒを用いて故障判定を行うときの制御フ
ロー図である。
　図に示すように、メモリから、装置の運転制御情報としての上記プロセス制御用センサ
３７の発光素子の発光光量Ｒ、露光光量補正パラメータＰ、補正パラメータＱ、および判
別値Ｓを読み出す（Ｓ６０１～Ｓ６０２）そして、これら運転制御情報から、上述と同様
にして、指標値Ｃを算出し（Ｓ６０３）、指標値Ｃに基づいて、故障の判定を行う（Ｓ６
０４～Ｓ６０５）。
【００８９】
　この場合の指標値Ｃを算出する算出式として、一次線形結合式を用いた場合は、Ｃ＝a
Ｐ＋ｂＱ＋ｃＲ＋ｄＳとなる。ａ、ｂ、ｃ、ｄの重み付けパラメータは、上述同様、パタ
ーン認識アルゴリズムなどの手法を用いて決定する。
【００９０】
　図２７は、運転制御情報Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓの値と指標値Ｃとの関係を示す一例を示す図で
ある。
　図２７に示すように、Ｓ＝１となった３つのケースのうち左から２つのケースではＰ、
Ｑ、Ｒは通常の変動範囲からは余り変わっていない。感光体表面状態が変化すると現像能
力が変化するのでＰ、Ｑ、Ｒいずれも変化する可能性があるが、これらが左２つのように
変化していないときのＳが１になった場合にはＣ＞０とする。一方、右端のように、Ｓが
１で、Ｐ、Ｑ、Ｒいずれも変化したときＣ＜０となるように１次線形結合式の重み付けパ
ラメータを選ぶ。このような装置運転情報を総合的に勘案することで実益のある故障判別
が可能となる。また画像の出力結果を計測しているのではなく、感光体表面状態の変化を
計測しているので、異常画像は発生していないが表面の悪化がはじまっていることを検出
することも可能である。よって、故障の予測も可能となる。
【００９１】
　これにより、異常画像が生じる前に、装置のメンテナンスを行うことが可能となり、機
能を停止させる必要がなくなり、装置ダウンタイムの発生を抑制することができる。また
、ヨコスジやタテスジ画像の発生による画像形成のやり直しがなくなり、資源（トナーお
よび紙）の無駄をなくすことができる。また、計画的なメンテナンスを行うことができ、
故障回復に必要な時間と資源を節約することができる。
【００９２】
［実施例Ｂ］
　次に、実施例Ｂについて、説明する。
　図２８に示すように、プロセス制御用センサ３７を表面状態検知センサとして用いた場
合、感光体表面の軸方向一部しか感光体表面状態を検知することができない。特に、感光
体表面移動方向に沿ってできた傷や、クリーニングブレードの劣化によって生じる感光体
表面移動方向に沿って延びる付着物は、プロセス制御用センサ３７で検知できない場合が
ある。
　そこで、実施例Ｂでは、受光手段であるＣＣＤを感光体軸方向にアレイ状に配設したラ
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インＣＣＤ３８ａで構成して、感光体軸方向の感光体表面を網羅的に検出できるようにし
たものである。図２８では、ラインＣＣＤ３８ａは、除電ランプ３８から照射された光の
感光体表面からの反射光を検知する位置に配置したものである。もちろん、ラインＣＣＤ
３８ａを、書込み光の感光体表面からの反射光を検知する位置に配置してもよい。また、
受光手段たるフォトダイオードを感光体軸方向にアレイ状に配置したものでもよい。
【００９３】
　図２９（ａ）は、傷や付着物がない状態の表面をラインＣＣＤが検知したときの検出デ
ータ（出力値）を示す図である。図２９（ｂ）は、感光体軸方向（主走査方向）の一部に
傷や付着物がある状態の表面をラインＣＣＤが検知したときの検出データ（出力値）を示
す図である。
図２９（ａ）に示すように、傷や付着物がない状態の表面を検知したときの各ＣＣＤの検
出データ（出力値）は、均質である。一方、図２９（ｂ）に示すように、感光体軸方向の
一部に傷や付着物がある状態の表面をラインＣＣＤ３８ａが検知したときは、一部のＣＣ
Ｄの検出データ（出力値）が、他のものに比べて高くなる。その結果、各ＣＣＤの検出デ
ータ（出力値）が均質でなくなる。よって、各ＣＣＤから得られた検出データが均質であ
るか否かを判定することによって、感光体表面に傷や付着物があるか否かを検知すること
ができる。具体的には、システムコントローラは、各ＣＣＤから取得した検出データに基
づいて平均値を算出して、各ＣＣＤの検出データと平均値との差分値を算出する。算出し
た差分値が所定範囲内か否かを検出して、所定範囲外の差分値があるときは、各ＣＣＤか
らの検出データが均質でないと判別し判別値Ｓを１とする。一方、算出した全ての差分値
が所定範囲内のときは、各ＣＣＤからの検出データが均質であると判別し、判別値Ｓを０
とする。
【００９４】
　図３０は、実施例Ｂにおける感光体表面状態の検出データを取得する制御フロー図であ
る。図３０に示すように、実施例Ｂにおいても、感光体表面状態の検出データは、プロセ
ス調整運転時に取得する。すなわち、プロセス制御用センサ３７の校正動作が終わったら
（Ｓ２２１～Ｓ２２４）、図２９に示すようなラインＣＣＤ一列の検出データ群を、感光
体１周分取得する（Ｓ２２５）。そして、ラインＣＣＤ一列の検出データ群それぞれにつ
いて、均質であるか否かを判定する。均質の判定を行ったら、特定のテスト画像を感光体
上に自動形成して、プロセス制御を実行する（Ｓ２２６～Ｓ２２９）。
【００９５】
　なお、実施例Ｂにおける故障判別は、先の図２６しめした制御フローと同様なフローで
行う。すなわち、Ｐ、Ｑ、Ｒと、ラインＣＣＤ３８ａの検出データから得られた判別値Ｓ
１とを用いて、指標値Ｃを算出する。そして、算出した指標値Ｃに基づいて故障の判定・
予測を行う。
【００９６】
［実施例Ｃ］
　次に、実施例Ｃについて、説明する。
　上述の実施例Ａや、実施例Ｂでは、感光体表面の局所的な傷や付着物は、検知すること
ができる。しかし、感光体表面全体が均一に傷ついたり、均一に付着物が付着したりして
も、上述の実施例Ａ、Ｂでは、検出できない。実施例Ｃは、稀に発生する感光体表面全体
の均一な傷つきや、付着物の均一な付着を検出できるようにしたものである。
　図３１は、プリント枚数とラインＣＣＤ３８ａの検出データ群の平均値との関係を示す
図である。図に示すように、初期時においては、平均値は、ほぼ所定値であるが、経時で
劣化して、感光体表面の一部や全体に傷が付いたり、付着物が付着したりすると、平均値
が上昇する。よって、検出データの平均値が所定範囲内か否かを判定することで、感光体
表面の一部または全体に傷や付着物があるか否かを検知することができる。
【００９７】
　図３２は、実施例Ｃにおけるシステムコントローラの主要部を示すブロック図である。
図に示すように、プロセス制御用センサで検出した感光体１周分の検出データや、ライン
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ＣＣＤで検出した検出データの平均値を記憶する記憶手段を備えている。システムコント
ローラは、新たに検出データを取得したときは、新たに取得した検出データと、記憶手段
に記憶されている検出データとの差分値を求め、差分値が所定値以上の場合、判別値Ｓ２
を１とする。一方、の差分値が所定値未満の場合は、判別値Ｓ２を０とする。
【００９８】
　図３３は、実施例Ｃにおける感光体表面状態の検出データを取得する制御フロー図であ
る。図３３に示すように、実施例Ｃにおいても、感光体表面状態の検出データは、プロセ
ス調整運転時に取得する。すなわち、プロセス制御用センサ３７の校正動作が終わったら
（Ｓ２３１～Ｓ２３４）、感光体１周分の検出データを取得する（Ｓ２３５）。取得した
検出データと、記憶手段に記憶されている検出データとを比較して、取得した検出データ
が所定値以上か否かを判定する。判定を行ったら、取得した検出データを記憶手段に記憶
する（Ｓ２３６）。そして、特定のテスト画像を感光体上に自動形成して、プロセス制御
を実行する（Ｓ２３７～Ｓ２４０）。
【００９９】
　なお、実施例Ｃにおける故障判別は、先の図２６しめした制御フローと同様なフローで
故障判定を行う。すなわち、Ｐ、Ｑ、Ｒと、得られた判別値Ｓ２とを用いて、指標値Ｃを
算出する。そして、算出した指標値Ｃに基づいて故障の判定・予測を行う。
【０１００】
　また、実施例Ａ～Ｃでは、像担持体としての感光体表面状態を運転情報として、故障の
判定・予測に用いた例について説明したが、中間転写ベルト表面状態を運転情報として、
故障の判定・予測に用いてもよい。この場合、中間転写ベルトの表面状態を検知する表面
状態検知センサとして、位置検知センサ５０を用いることができる。
【０１０１】
　以上、本実施形態の画像形成装置によれば、トナー、感光体、帯電手段、現像器、転写
手段などの劣化情報が含まれる検知パターンの位置検出データ（位置検知センサの出力値
）に基づく情報を、装置の運転制御情報として用いて、指標値を算出することで精度の高
い故障予測・判別を行うことができる。
【０１０２】
　トナーや現像部３４の劣化による濃度低下によって検知パターン像に「ぼそつき」が生
じると、検知パターンの位置計測結果がばらつく。よって、検知パターン像を複数個形成
して、それぞれ位置検知センサで位置データを得て、各検知パターン像の位置を計測する
。そして、計測した各位置計測結果の一致性を示す特性値として、計測差Ｓ、計測差の平
均値Ｔ、計測差の分散Ｕを算出する。そして、この計測差Ｓ、計測差の平均値Ｔ、計測差
の分散Ｕを運転制御情報として用いて、指標値を算出する。これにより、トナーや現像部
の劣化の情報を含んだ指標値を算出することができ、指標値に基づく故障判定、故障予測
を精度よく行うことができる。
【０１０３】
　また、実施例２に示すように、色ずれ補正制御実行時に取得した検知パターンの位置検
出データから、運転制御情報を取得する。これにより、色ずれ補正制御と運転制御情報取
得とを別々に行うものに比べて、トナーの消費を抑えることができる。また、色ずれ補正
制御と運転制御情報取得とを別々に行うものに比べて、画像形成の中断時間を低減できる
。
【０１０４】
　色ずれ補正後の検知パターン像の位置情報には、色ずれ補正するときに動作する露光光
学系の回路動作や、光学素子の角度を調整するアクチュエータの駆動精度に関する情報を
含んでいる。色ずれ補正後の検知パターン像の位置情報を位置検出データに基づく情報の
一致性の算出に用いることで、一致性の算出結果に光学素子の角度を調整するアクチュエ
ータの駆動精度に関する情報も含めることができる。よって、この一致性の情報を運転制
御情報として用いることで、露光光学系の回路動作や、光学素子の角度を調整するアクチ
ュエータの駆動精度に関する情報が勘案された指標値Ｃを算出することができる。これに
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より、より精度の高い装置の故障の予測・判定を行うことができる。
【０１０５】
　また、再度色ずれ補正処理を実行したという情報であるリトライ回数Ｖを運転制御情報
として、指標値算出に用いる。リトライ回数Ｖには、色ずれ補正が正しく行われていない
と、このリトライ回数Ｖが増えるので、このリトライ回数Ｖには、色ずれ補正を行う露光
光学系の故障の情報が含まれる。また、検知パターン像に「白抜け」が発生して、色ずれ
量が算出できなかった場合なども再度色ずれ補正処理を実行するので、リトライ回数Ｖが
増加する。すなわち、リトライ回数Ｖには、画像劣化の情報を含んでいる。このように、
画像劣化の情報や、露光光学系の故障の情報を含んだリトライ回数Ｖを運転制御情報とし
て、指標値算出に用いることで、指標値Ｃに基づく故障判定・予測を精度よく行うことが
できる。
【０１０６】
　トナー像の中央部分に比べて、トナー像のエッジ部は、さまざまな画像形成条件の変動
によって変化しやすい。線幅を０．１～１ｍｍと狭いライン画像とすることで、このよう
なエッジ部の変化の影響を画像が受け易くなる。よって、ライン画像では、エッジ部の影
響で異常画像が顕著になる。よって、検知パターン像を線幅０．１～１ｍｍ以下のライン
像とすることで、故障の判定・予測精度を高めることができる。
【０１０７】
　また、検知パターン像を、線幅１ｍｍ以上のベタ画像とすることで、「ハット」画像の
検出が可能となり、故障の判定・予測精度を高めることができる。
【０１０８】
　また、ベタ画像からなる検知パターンの位置検出データから得られた情報と、ライン画
像からなる検知パターンの位置検出データから得られた情報とを装置の運転制御情報に用
いる。これにより、ライン画像を検出することで得られる異常画像の情報と、ベタ画像を
検出することで得られる異常画像の情報とに基づき、指標値が算出されるので、指標値Ｃ
に基づく故障判定・予測を精度よく行うことができる。
【０１０９】
　また、「虫食い」や「ハット」と呼ばれる異常画像を、位置検知センサが検知するとセ
ンサ出力のピーク数が２個ある。よって、センサ出力のピーク数の情報から、「虫食い」
や「ハット」と呼ばれる異常画像であるか否かの情報が得られる。この情報を運転制御情
報に用いることで、「虫食い」や「ハット」と呼ばれる異常画像の有無の情報が勘案され
た、指標値を算出することができる。
【０１１０】
　検知パターン位置検知手段としての位置検知センサとして、光を発光する発光素子と、
検知パターンの線幅と同程度の幅のスリットを有するスリット部材と、スリット部材のス
リットを通過した発光素子から発光した光を受光する受光素子とからなる光学センサとす
る。これにより、受光感度の悪い安価な光センサであっても、検知パターンの位置を正確
に検知することができる。
【０１１１】
　また、像担持体たる感光体の劣化情報が含まれる、感光体表面を反射する反射光の検出
データを、装置の運転制御情報に用いて指標値を算出することで、精度の高い故障予測・
異常判別を行うことができる。
【０１１２】
　また、実施例Ａに示すように、感光体表面から反射した光を所定期間連続的に検出し、
連続取得された検出データ群に基づいて、検出データが均質か否かの判別値Ｓを求め、こ
の判別値Ｓを装置の運転制御情報として用いて指標値を算出する。感光体表面に傷や付着
物がないときは、連続取得された検出データ群に差異はほとんどなく、均質な結果が得ら
れる。一方、感光体表面の一部に傷や付着物があると、傷や付着物を反射したときの反射
光成分は、感光体表面に傷や付着物がないときの反射光成分と異なるため、検出データが
通常と異なる。よって、連続取得された検出データ群に差異が生じ、均質な結果が得られ
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ない。よって、感光体表面から反射した光を所定期間連続的に検出して得られた検出デー
タ群に基づいて、判別された検出データが均質か否かの判別値Ｓには、感光体の劣化の情
報などを含んでいる。よって、この判別値Ｓを運転制御情報に用いることで、感光体の表
面状態が勘案された、指標値を算出することができる。
【０１１３】
　また、実施例Ｂに示すように、受光手段を感光体の軸方向に異なる位置に複数配置し、
各受光手段の検出データから、検出データが均質か否かの判別値Ｓ１を求め、この判別値
Ｓ１を装置の運転制御情報として用いて指標値を算出する。このように、受光手段を感光
体の軸方向に異なる位置に複数配置することで、感光体表面状態を網羅的に検出すること
ができ、感光体表面に生じた傷や付着物を精度よく検知することができる。
【０１１４】
　また、実施例Ｃに示すように、記憶手段に記憶されている検出データを取得してから所
定時間経過後に取得された新たな検出データと、記憶手段に記憶された検出データとを比
較し、その比較結果を前記装置の運転制御情報として用いる。これにより、実施例Ａ、実
施例Ｂなどでは、検出できなかった、感光体全体に傷や、付着物があっても、その状態を
検知することが可能となる。
【０１１５】
　また、受光手段は、感光体表面に乱反射した乱反射光を受光する位置に配置したので、
感光体表面に正反射光を受光する位置に配置したものに比べて、感光体表面の微細な傷や
付着物も検知可能となる。
【０１１６】
　また、発光手段として、除電ランプを用いたことで、除電ランプとは別に発光手段を設
けるものに比べて、装置のコストダウンおよび装置のコンパクト化図ることができる。
【０１１７】
　また、発光手段として、潜像形成手段たる露光部を用いても装置のコストダウンおよび
装置のコンパクト化を図ることができる。
【０１１８】
　また、トナー濃度検出手段たるプロセス制御用センサを、感光体表面状態を検知する表
面状態検知手段たる表面状態検知センサとして用いてもよい。これにより、表面状態検知
センサとプロセス制御用センサとを別々に設けるものに比べて、装置のコストダウンおよ
び装置のコンパクト化を図ることができる。
【０１１９】
　また、検知パターン位置検知手段たる位置検知センサを表面状態検知センサとして用い
ても、装置のコストダウンおよび装置のコンパクト化を図ることができる。
【０１２０】
　また、パターン認識アルゴリズムに基づき決定した算出式を、指標値を算出するために
用いている。パターン認識アルゴリズムを用いることで、複数の運転制御情報とそのとき
の感光体表面状態の専門家の判定情報（ＯＫ、ＮＧの情報）があれば、実益の得られる算
出式を決定することができる。すなわち、パターン認識アルゴリズムを使えば、運転制御
情報と故障との因果関係が未知でも、実益の得られる算出式を決定することができるので
ある。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本実施形態の画像形成装置の一例を示す概略構成図。
【図２】画像形成装置のシステムコントローラの主要部を示すブロック図。
【図３】Ｂｋ色の画像形成部を示す概略構成図。
【図４】搬送ベルト上の位置検知パターンと位置検知センサの構成例を示す要部斜視図。
【図５】位置検知センサの一例を示す概略構成図。
【図６】スリットの概略構成図。
【図７】搬送ベルト上に形成された位置検知パターン像を示す図。
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【図８】（ａ）は、位置検知パターン像が位置検知センサで検知される様子を説明する図
。（ｂ）は、位置検知センサが位置検知パターンを検知したときのセンサ出力の様子を説
明する図。（ｃ）は、センサ出力値に基づいて、位置検知パターンの位置を計測する様子
を説明する図。
【図９】色ずれ補正制御の一例を示す制御フロー図。
【図１０】プロセス調整運転の制御フロー図。
【図１１】プロセス調整方法について説明する図。
【図１２】故障判定の制御フロー図。
【図１３】運転制御情報Ｐ、Ｑ、Ｒの値と指標値Ｃとの関係を示す図。
【図１４】位置検知センサがぼそついたライン像を検知したときの位置検出結果について
説明する図。
【図１５】位置検知センサが「白抜け」したライン像を検知したときの位置検出結果につ
いて説明する図。
【図１６】位置検知センサが「虫食い」のライン像を検知したときの位置検出結果につい
て説明する図。
【図１７】位置検知センサが「ハット」画像が生じたベタ画像を検知したときの位置検出
結果について説明する図。
【図１８】実施例１における運転制御情報を取得するときの制御フロー図。
【図１９】（ａ）は、搬送ベルト上に形成された故障検知用パターンを示す図。（ｂ）は
、故障用検知パターンから、位置検知を行う方法を説明する図。
【図２０】実施例２における運転制御情報を取得するときの制御フロー
【図２１】運転制御情報Ｐ，Ｑ、Ｒ、Ｘ、Ｖと指標値Ｃとの関係を示す図。
【図２２】本実施形態の画像形成装置の他の例を示す概略構成図。
【図２３】表面状態検知手段について説明する図。
【図２４】（ａ）は、感光体表面に傷や付着物がない状態のときの表面状態検知センサで
感光体表面を連続的に検知したときの検出データを示す図。（ｂ）は、感光体表面の一部
に傷や付着物がある状態のときの表面状態検知センサで感光体表面を連続的に検知したと
きの検出データを示す図。
【図２５】実施例Ａにおける感光体表面状態の検出データを取得する制御フロー図。
【図２６】運転制御情報として、Ｓ、Ｐ、Ｑ，Ｒを用いて故障判定を行うときの制御フロ
ー図。
【図２７】運転制御情報Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓの値と指標値Ｃとの関係を示す一例を示す図。
【図２８】感光体の周辺の要部構成斜視図。
【図２９】（ａ）は、傷や付着物がない状態の表面をラインＣＣＤが検知したときの検出
データを示す図。（ｂ）は、感光体軸方向（主走査方向）の一部に傷や付着物がある状態
の表面をラインＣＣＤが検知したときの検出データを示す図。
【図３０】実施例Ｂにおける感光体表面状態の検出データを取得する制御フロー図。
【図３１】プリント枚数とラインＣＣＤの検出データ群の平均値との関係を示す図。
【図３２】実施例Ｃにおける画像形成装置のシステムコントローラの主要部を示すブロッ
ク図。
【図３３】実施例Ｃにおける感光体表面状態の検出データを取得する制御フロー図。
【符号の説明】
【０１２２】
２１　搬送ベルト
５１　位置検知センサ
７１　システムコントローラ
１５２　スリット板
１５３　レンズ
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